
１
．
助
成
金
の
目
的

　

民
間
の
創
意
工
夫
を
活
か
し
た
自
発
的
な
事

業
（
独
創
性
）
又
は
先
駆
的
な
モ
デ
ル
事
業
（
先

駆
性
）
で
あ
っ
て
、
全
国
あ
る
い
は
同
様
の
地

域
へ
の
普
及
の
可
能
性
の
あ
る
も
の（
普
遍
性
）

に
対
し
助
成
を
行
い
、
高
齢
者
、
障
害
者
の
在

宅
福
祉
等
の
推
進
及
び
社
会
参
加
の
促
進
、
子

育
て
支
援
、
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
。

２
．
助
成
対
象
事
業

　
　
　
　

  

（
９
～
10
ペ
ー
ジ
）
の
と
お
り

　

な
お
、
次
に
掲
げ
る
も
の
は
対
象
と
し
ま
せ

ん
。

①
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
補
助
制
度
が
設
け

ら
れ
て
い
る
事
業

②
設
備
整
備
又
は
備
品
購
入
の
み
の
事
業

③
営
利
を
目
的
と
す
る
事
業

④
純
粋
に
学
問
的
な
調
査
研
究
事
業

⑤
㈶
長
寿
社
会
開
発
セ
ン
タ
ー
が
行
う
助
成
の

対
象
と
な
る
高
齢
者
の
生
き
が
い
・
健
康
づ

く
り
関
連
事
業

⑥
㈶
テ
ク
ノ
エ
イ
ド
協
会
が
行
う
助
成
の
対
象

と
な
る
福
祉
用
具
の
研
究
開
発
及
び
普
及
に

関
す
る
事
業

⑦
事
業
の
主
た
る
部
分
を
実
質
的
に
行
わ
ず
外

部
委
託
す
る
（
総
事
業
費
に
お
け
る
外
部
委

託
額
の
割
合
が
50
％
以
上
）
事
業
や
、
第
三

者
に
資
金
を
交
付
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

事
業
が
大
部
分
（
総
事
業
費
に
占
め
る
交
付

資
金
の
額
の
割
合
が
50
％
以
上
）
を
占
め
る

事
業
（
た
だ
し
、
当
機
構
が
別
に
定
め
る
場

合
を
除
く
。）

⑧
自
ら
主
催
実
施
し
な
い
事
業

３
．
助
成
対
象
事
業
者

　

社
会
福
祉
の
振
興
に
寄
与
す
る
事
業
を
行
う

法
人
又
は
団
体
（
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
一

般
分
助
成
の
対
象
と
な
る
全
国
規
模
の
法
人
又

は
団
体
を
除
く
。）
で
あ
っ
て
応
募
時
点
で
法

人
又
は
団
体
が
設
立
さ
れ
て
お
り
、
助
成
事
業

の
実
施
体
制
が
整
っ
て
い
る
法
人
又
は
団
体
と

し
ま
す
。

◦
社
会
福
祉
法
人

◦
民
法
第
34
条
の
規
定
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た

法
人

◦
特
定
非
営
利
活
動
法
人

◦
地
方
公
共
団
体
等
の
出
資
に
よ
っ
て
設
立
、

運
営
さ
れ
る
法
人
又
は
団
体

◦
そ
の
他
社
会
福
祉
の
振
興
に
寄
与
す
る
事
業

を
行
う
法
人
又
は
団
体

４
．
助
成
対
象
経
費

　
　
　
　

  

（
９
～
10
ペ
ー
ジ
）
の
事
業
を
実

施
す
る
た
め
に
真
に
必
要
な
経
費
と
し
ま
す
。

（
別
紙
２
参
照
（
当
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。））
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
経
費

は
対
象
と
し
ま
せ
ん
。

①
不
動
産
購
入
経
費

②
施
設
整
備
経
費

③
法
人
又
は
団
体
の
運
営
経
費
（
職
員
給
与
、

役
職
員
へ
の
報
酬
、
家
賃
、
光
熱
水
費
等
）

④
事
業
内
容
に
照
ら
し
て
不
適
切
又
は
著
し
く

高
額
で
あ
る
物
品
の
購
入
経
費

⑤
福
祉
車
両
等
の
購
入
経
費

⑥
介
護
保
険
又
は
自
立
支
援
給
付
の
各
サ
ー
ビ

ス
と
重
複
す
る
経
費

⑦
海
外
渡
航
旅
費
（
当
機
構
が
特
に
必
要
と
認

め
る
場
合
を
除
く
。）

５
．
助
成
額

　

事
業
内
容
を
勘
案
し
て
定
め
る
こ
と
と
し
ま

す
が
、
１
事
業
年
度
の
助
成
額
は
５
０
０
万
円

を
限
度
と
し
ま
す
。

６
．
助
成
対
象
と
な
る
事
業
の
実
施
期
間

　

平
成
21
年
４
月
１
日
以
降
に
開
始
し
、
平
成

22
年
３
月
31
日
ま
で
に
完
了
す
る
事
業
と
し
ま

す
。

　

た
だ
し
、
実
施
に
２
か
年
を
要
す
る
事
業
、

又
は
、
事
業
を
２
か
年
継
続
す
る
こ
と
で
効
果

や
成
果
が
発
揮
さ
れ
る
事
業
（
以
下
「
複
数
年

助
成
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て
は
、
次
の
①
及

び
②
の
両
方
の
条
件
を
満
た
す
も
の
に
限
り
、

若
干
数
を
募
集
し
ま
す
。

①
各
基
金
の
重
点
助
成
分
野
に
該
当
す
る
事
業

②
法
人
設
立
後
、
２
年
以
上
の
活
動
実
績
の
あ

る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
、社
会
福
祉
法
人
、

民
法
第
34
条
の
規
定
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た

法
人
が
実
施
す
る
事
業

７
．
応
募
方
法
等

⑴　

応
募
期
間

　

平
成
20
年
９
月
１
日
か
ら
平
成
20
年
10
月
31

日
ま
で
（
当
日
消
印
有
効
）
で
す
。

⑵　

応
募
手
続
き
等

◦
助
成
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
又
は
団
体

は
、助
成
金
交
付
要
望
書
（
以
下
「
要
望
書
」

と
い
う
。）
に
必
要
書
類
を
添
付
し
て
、
独

立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
基
金
事
業
部
振

興
課
へ
提
出
願
い
ま
す
。

　

な
お
、
書
類
に
不
備
が
あ
る
場
合
に
は
受

け
付
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

 

（
必
要
書
類
）

◦
定
款
、
運
営
規
約
等

◦
そ
の
他
機
構
が
求
め
た
書
類

◦
要
望
書
の
様
式
は
、
当
機
構
基
金
事
業
部
振

興
課
あ
て
に
請
求
が
あ
り
次
第
送
付
し
ま
す

が
、
当
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

w
w

w
.w

am
.go

.jp/w
am

/

）
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
し
て
使
用
い
た
だ
く
こ
と
も
で
き
ま

す
。

◦
要
望
書
の
様
式
は
、
当
機
構
の
長
寿
・
子
育

て
・
障
害
者
基
金
事
業
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

設
け
た
「
特
別
分
の
電
子
申
請
（
基
金
事
業

電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
）」
か
ら
入
力
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
（
複
数
年
助
成
は
除
く
。）。

　
（h

ttp
://w

w
w

.w
a
m

.g
o

.jp
/w

a
m

/

gyo
um

u/kikinjigyo
u/index.htm

l

）

◦
特
別
分
、
地
方
分
及
び
基
金
の
種
類
を
問
わ

ず
、
応
募
は
１
団
体
１
事
業
と
し
ま
す
。

◦
提
出
い
た
だ
い
た
要
望
書
及
び
添
付
書
類
に

つ
い
て
は
、
返
却
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承

願
い
ま
す
。

⑶　

応
募
に
必
要
な
要
件

①
助
成
金
交
付
要
望
書
の
記
載
に
つ
い
て

◦
要
望
書
は
、
記
載
要
領
に
従
っ
て
記
載
す
る

こ
と
。

◦
事
業
の
必
要
性
及
び
目
的
に
つ
い
て
は
、
事

前
に
事
業
の
必
要
性
及
び
事
業
計
画
に
つ
い

て
十
分
検
討
し
た
上
で
、
明
確
か
つ
具
体
的

に
記
載
す
る
こ
と
。

　
　

ま
た
、
事
業
達
成
目
標
を
明
確
に
す
る
た

め
、
事
業
の
対
象
人
員
や
実
施
回
数
等
を
で

き
る
限
り
織
り
込
む
こ
と
。

◦
予
算
は
、
事
業
の
内
容
や
実
行
計
画
を
反
映

し
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

②
事
業
効
果
の
普
及
、
事
業
の
継
続
性
に
つ
い

て
◦
選
定
に
当
た
っ
て
考
慮
す
る
の
で
、
事
業
効

果
の
確
認
（
参
加
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
等
）

を
行
う
予
定
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
具

体
的
に
記
載
す
る
こ
と
。

◦
助
成
終
了
後
に
お
け
る
事
業
継
続
に
関
す
る

別
紙
１

別
紙
１

平
成
21
年
度 

長
寿
・
子
育
て
・

障
害
者
基
金
事
業
助
成
金

︵
特
別
分
︶
募
集
要
領

８



計
画
及
び
意
向
に
つ
い
て
も
具
体
的
に
記
載

す
る
こ
と
。

◦
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
将
来
大
き
く

実
を
結
ぶ
可
能
性
（
シ
ー
ズ
効
果
）
あ
る
い

は
社
会
的
波
及
効
果
を
高
め
る
よ
う
、
報
告

書
を
作
成
す
る
な
ど
事
業
成
果
を
的
確
に
取

り
ま
と
め
る
と
と
も
に
関
係
す
る
団
体
・
機

関
等
に
対
し
情
報
提
供
す
る
こ
と
。

⑷　

応
募
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項

　

要
望
書
の
提
出
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
点
に

十
分
に
留
意
願
い
ま
す
。

◦
事
業
の
成
果
を
活
用
し
た
研
修
会
や
講
習
会

等
を
実
施
し
、
事
業
成
果
を
広
く
普
及
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い
。

◦
事
業
計
画
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
、高
齢
者
、

障
害
者
、
児
童
及
び
そ
の
家
族
な
ど
の
利
益

を
重
視
し
た
取
り
組
み
で
あ
る
こ
と
が
望
ま

し
い
。

◦
事
業
計
画
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
団
体
の

実
施
体
制
に
見
合
っ
た
内
容
と
し
、
必
要
に

応
じ
、
関
係
機
関
、
関
係
職
種
等
様
々
な
地

域
資
源
と
の
連
携
や
そ
の
活
用
を
図
っ
た
事

業
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

８
．
選
定
方
法
及
び
そ
の
結
果

⑴　

選
定
は
、
当
機
構
が
設
置
す
る
外
部
有
識

者
か
ら
な
る
審
査
機
関
（
基
金
事
業
審
査
・

評
価
委
員
会
審
査
部
会
）
に
お
い
て
、
平
成

21
年
度
助
成
事
業
に
関
す
る
選
定
方
針
を
策

定
し
、
そ
の
審
議
を
経
た
う
え
で
決
定
し
ま

す
。

⑵　

選
定
結
果
に
つ
い
て
は
、
平
成
21
年
４
月

上
旬
を
目
途
に
文
書
を
も
っ
て
、
そ
の
採
否

を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

審
査
の
結
果
、複
数
年
助
成
に
つ
い
て
は
、

単
年
度
事
業
と
し
て
選
定
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　

な
お
、
採
択
し
た
事
業
に
つ
い
て
は
、
平

成
21
年
４
月
下
旬
ま
で
に
当
機
構
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
等
に
お
い
て
も
公
開
し
ま
す
。

⑶　

同
一
事
業
に
つ
い
て
、
他
の
助
成
機
関
等

か
ら
助
成
が
決
定
し
た
場
合
は
、
当
機
構
の

助
成
金
を
辞
退
し
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り

ま
す
。

⑷  

審
査
内
容
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
等
に

は
お
答
え
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら
か
じ
め

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

９
．
事
業
評
価

　

助
成
事
業
終
了
後
は
、
事
業
の
自
己
評
価
書

を
提
出
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
当
機
構
が
実
施

す
る
助
成
事
業
の
事
後
評
価
に
協
力
い
た
だ
く

こ
と
と
な
り
ま
す
。

10
．
情
報
公
開

　

提
出
い
た
だ
い
た
書
類
は
、「
独
立
行
政
法

人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法

律
」
に
基
づ
き
、
情
報
公
開
の
対
象
と
な
り
ま

す
。

11
．
個
人
情
報
の
取
扱
い

　

助
成
に
対
す
る
応
募
に
関
す
る
デ
ー
タ
に
つ

い
て
は
、
長
寿
・
子
育
て
・
障
害
者
基
金
業
務

及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
以
下
の
業

務
の
実
施
に
必
要
な
範
囲
内
で
適
正
に
利
用
い

た
し
ま
す
。

◦
基
金
助
成
事
業
の
募
集
案
内
、
広
報
誌
、
セ

ミ
ナ
ー
等
の
情
報
並
び
に
事
後
評
価
報
告

書
、
自
己
評
価
書
、
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
調
査

票
及
び
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
票
の
送
付

◦
国
等
の
公
的
機
関
か
ら
の
照
会
並
び
に
広
報

誌
、
事
後
評
価
報
告
書
等
及
び
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
上
で
の
公
表

◦
基
金
助
成
事
業
に
お
け
る
調
査
及
び
分
析
並

び
に
助
成
事
業
及
び
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
研

究
及
び
開
発

12
．
問
合
せ
先
及
び
送
付
先

〒
1
0
5

－

8
4
8
6

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
４
丁
目
３
番
13
号

神
谷
町
セ
ン
ト
ラ
ル
プ
レ
イ
ス
９
階

独
立
行
政
法
人 

福
祉
医
療
機
構

基
金
事
業
部
振
興
課

電　

話　

０
３

－

３
４
３
８

－

９
９
４
６

平
日 

月
曜
～
金
曜
A
M
9
：
00
～

P
M
6
：
00
（
土
日
祝
祭
日
含
ま
ず
）  

F
A
X  

０
３

－

３
４
３
８

－

０
２
１
８  

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
ttp

://w
w

w
.w

am
.g

o
.jp

/w
am

/

１
．
助
成
対
象
事
業
に
つ
い
て

　

こ
の
助
成
金
の
交
付
の
対
象
は
、
国
内
の
社

会
福
祉
を
振
興
す
る
た
め
の
事
業
で
あ
っ
て
、

独
創
性
又
は
先
駆
性
が
あ
り
、
普
遍
性
が
あ
る

事
業
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
テ
ー
マ
に
関
連
す

る
事
業
と
し
ま
す
。

　

な
お
、
各
テ
ー
マ
の
う
ち
※
印
の
事
業
に
つ

い
て
は
、
重
点
助
成
分
野
と
し
て
位
置
づ
け
、

優
先
的
に
採
択
し
ま
す
。

テ
ー
マ
①
「
在
宅
福
祉
事
業
等
に
従
事
す
る
マ

ン
パ
ワ
ー
の
養
成
・
研
修
に
関
す

る
こ
と
」

　

社
会
福
祉
事
業
従
事
者
に
対
す
る
研
修
会
講

師
の
育
成
、
よ
り
専
門
性
の
高
い
研
修
等
の
事

業
を
支
援
し
、
社
会
福
祉
従
事
者
の
知
識
・
技

術
の
向
上
を
図
る
。

テ
ー
マ
②
「
高
齢
者
・
障
害
者
の
日
常
生
活
環

境
の
向
上
に
対
す
る
支
援
に
関
す

る
こ
と
」

　

高
齢
者
や
障
害
者
の
日
常
生
活
環
境
の
向
上

に
関
す
る
事
業
を
支
援
し
、
在
宅
で
の
生
活
の

質
の
向
上
を
図
る
。

※
孤
独
死
防
止
対
策
に
関
す
る
事
業

テ
ー
マ
③
「
認
知
症
高
齢
者
及
び
在
宅
で
介
護

に
あ
た
っ
て
い
る
家
族
へ
の
支
援

に
関
す
る
こ
と
」

　

認
知
症
高
齢
者
に
対
す
る
相
談
事
業
、
在
宅

介
護
者
に
対
す
る
専
門
的
知
識
・
技
術
の
提
供

等
を
支
援
し
、
認
知
症
高
齢
者
及
び
家
族
へ
の

支
援
の
充
実
を
図
る
。

※
認
知
症
等
の
高
齢
者
を
介
護
す
る
家
族
の
負

担
軽
減
に
関
す
る
事
業

テ
ー
マ
④
「
そ
の
他
高
齢
者
・
障
害
者
の
在
宅

福
祉
事
業
等
の
支
援
に
関
す
る
こ

と
」

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
が
行
う
活
動
、
在
宅
福
祉

の
推
進
に
関
す
る
調
査
研
究
及
び
障
害
者
の
生

き
が
い
・
健
康
づ
く
り
事
業
そ
の
他
の
在
宅
福

祉
事
業
等
を
支
援
し
、
在
宅
福
祉
の
推
進
を
図

る
。

※
団
塊
の
世
代
等
に
よ
る
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
の
再
生
に
関
す
る
事
業

テ
ー
マ
①
「
地
域
の
福
祉
・
介
護
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
の
形
成
に
関
す
る
こ
と
」

　

情
報
機
器
の
活
用
等
に
よ
り
、地
域
の
物
的
・

人
的
資
源
の
連
携
に
寄
与
す
る
事
業
、
福
祉
関

連
情
報
の
集
積
・
発
信
を
行
う
事
業
等
を
支
援

し
、
在
宅
福
祉
及
び
介
護
基
盤
等
の
有
機
的
連

携
の
推
進
を
図
る
。

※
福
祉
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
従
事
者
の
人
材
確
保
・

職
場
定
着
・
離
職
防
止
に
関
す
る
事
業

別
紙
１

長
寿
社
会
福
祉
基
金

高
齢
者
・
障
害
者
福
祉
基
金

9



テ
ー
マ
②
「
緊
急
に
充
実
を
図
る
必
要
の
あ
る

高
齢
者
、
障
害
者
在
宅
福
祉
の
推

進
に
関
す
る
こ
と
」

　

重
複
障
害
、
難
病
に
起
因
す
る
障
害
な
ど
一

般
的
な
在
宅
福
祉
対
策
で
対
応
困
難
な
分
野
や

従
来
の
施
策
等
の
谷
間
に
あ
っ
て
十
分
な
在
宅

福
祉
の
推
進
が
図
ら
れ
て
い
な
い
分
野
等
に
つ

い
て
、
よ
り
き
め
細
か
い
支
援
を
行
い
在
宅
福

祉
の
充
実
を
図
る
。

※
医
療
的
ケ
ア
が
必
要
な
障
害
児
・
者
の
家
族

の
支
援
に
関
す
る
事
業

※
高
齢
者
の
介
護
予
防
の
支
援
に
関
す
る
事
業

※
自
治
会
・
町
内
会
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
の
地

域
住
民
に
よ
る
地
域
福
祉
活
動
活
性
化
事
業

（
例
え
ば
、
商
店
街
の
空
き
店
舗
を
活
用
し

た
、
高
齢
者
や
子
育
て
中
の
親
子
同
士
の
交

流
を
図
る
事
業
、
町
内
会
に
よ
る
高
齢
者
・

障
害
者
の
見
回
り
事
業　

な
ど
）

※
障
害
者
の
権
利
擁
護
普
及
促
進
事
業

（
例
え
ば
、障
害
者
の
「
人
権
」、「
尊
厳
」、「
自

律
」
等
へ
の
意
識
を
高
め
る
職
業
倫
理
に
関

す
る
活
動
、
普
及
啓
発
へ
の
取
組
み　

な
ど

　

な
お
、
障
害
者
の
情
報
保
障
と
し
て
、
点

字
、
手
話
、
要
約
筆
記
等
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
支
援
す
る
た
め
の
事
業
を
含
む
）

テ
ー
マ
③
「
高
齢
者
、
障
害
者
の
社
会
参
加
の

促
進
に
関
す
る
こ
と
」

　

障
害
者
や
心
身
の
機
能
が
低
下
し
た
高
齢
者

の
自
己
実
現
・
自
己
表
現
を
図
る
た
め
の
活
動

を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
活
動
を
行

い
や
す
い
環
境
を
整
え
る
た
め
の
活
動
を
支
援

し
、
社
会
参
加
の
促
進
を
図
る
。

※
障
害
者
の
自
立
生
活
・
就
労
の
支
援
に
関
す

る
事
業

テ
ー
マ
④
「
民
間
非
営
利
団
体
等
に
よ
る
地
域

の
福
祉
・
介
護
活
動
に
関
す
る
こ
と
」

　

介
護
保
険
制
度
の
改
革
や
障
害
保
健
福
祉
施

策
の
改
革
等
を
踏
ま
え
、
民
間
非
営
利
団
体
等

が
地
域
で
実
施
す
る
事
業
に
つ
い
て
、
活
動
を

軌
道
に
乗
せ
る
た
め
の
支
援
を
行
い
、
地
域
に

お
け
る
多
様
な
主
体
が
参
加
し
た
在
宅
福
祉
基

盤
の
充
実
を
図
る
。

※
介
護
保
険
に
お
け
る
小
規
模
多
機
能
居
宅
介

護
な
ど
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
普
及
・
促

進
を
図
る
た
め
の
事
業

（
例
え
ば
、
小
規
模
多
機
能
居
宅
介
護
の
普

及
促
進
事
業
、認
知
症
対
応
型
通
所
介
護（
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
）
の
普
及
促
進
事
業
、
認
知
症

対
応
型
共
同
生
活
介
護（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
）

の
普
及
促
進
事
業　

な
ど
）

テ
ー
マ
①
「
地
域
や
家
庭
に
お
け
る
子
育
て
支

援
事
業
に
関
す
る
こ
と
」

　

地
域
の
保
育
資
源
の
連
携
、
保
護
者
な
ど
の

子
育
て
当
事
者
に
よ
る
活
動
・
孤
立
化
防
止
、

乳
幼
児
・
障
害
児
・
慢
性
疾
患
児
等
を
抱
え
る

家
庭
、
妊
産
婦
等
に
対
す
る
支
援
、
食
育
の
推

進
等
に
よ
る
民
間
団
体
の
子
育
て
支
援
事
業
の

促
進
を
図
る
。

※
子
育
て
支
援
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
に
関

す
る
事
業

※
子
ど
も
に
と
っ
て
の
安
全
、
安
心
な
地
域
環

境
づ
く
り
活
動
に
関
す
る
事
業

※
障
害
児
の
き
ょ
う
だ
い
（
兄
弟
姉
妹
）
支
援

に
関
す
る
事
業

※
妊
娠
出
産
期
の
支
援
に
関
す
る
事
業

（
例
え
ば
、
親
と
な
る
こ
と
へ
の
不
安
や
悩

み
を
抱
え
る
者
の
ス
ト
レ
ス
を
軽
減
す
る
た

め
の
事
業　

な
ど
）

テ
ー
マ
②
「
青
少
年
の
非
行
防
止
・
健
全
育
成

事
業
に
関
す
る
こ
と
」

　

非
行
や
い
じ
め
、
薬
物
乱
用
等
に
対
す
る
相

談
及
び
性
に
関
す
る
不
安
や
悩
み
等
思
春
期
に

特
有
の
身
体
的
・
精
神
的
問
題
に
対
す
る
相
談
、

地
域
実
践
活
動
、
子
ど
も
の
居
場
所
を
提
供
す

る
な
ど
の
地
域
健
全
育
成
活
動
等
を
通
じ
て
、

次
代
を
担
う
子
ど
も
の
健
全
育
成
と
非
行
防
止

を
図
る
。
ま
た
、
引
き
こ
も
り
や
不
登
校
の
児

童
対
策
事
業
の
推
進
を
図
る
。

テ
ー
マ
③
「
児
童
虐
待
防
止
対
策
な
ど
要
保

護
児
童
対
策
等
事
業
に
関
す
る
こ

と
」

　

児
童
虐
待
の
発
生
予
防
や
早
期
発
見
・
早
期

対
応
の
ほ
か
、
児
童
の
保
護
・
自
立
支
援
に
関

す
る
調
査
研
究
や
広
報
啓
発
等
の
事
業
な
ど
要

保
護
児
童
対
策
の
推
進
を
図
る
。

※
児
童
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
・
い
じ
め
等
に
よ
り
保
護
・

支
援
が
必
要
な
子
ど
も
・
家
庭
の
支
援
強
化

事
業

テ
ー
マ
④
「
ひ
と
り
親
家
庭
等
自
立
支
援
事
業

に
関
す
る
こ
と
」

　

ひ
と
り
親
家
庭
等
の
自
立
の
た
め
各
種
相
談

支
援
や
就
労
支
援
の
促
進
を
図
る
。

※
母
子
家
庭
の
就
業
支
援
及
び
養
育
費
の
確
保

に
関
す
る
事
業

テ
ー
マ
①
「
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
の
育
成
・
強
化

事
業
に
関
す
る
こ
と
」

　

障
害
者
の
競
技
ス
ポ
ー
ツ
の
育
成
・
強
化
を

図
る
た
め
、
選
手
の
競
技
力
向
上
、
各
種
競
技

大
会
の
開
催
や
参
加
の
促
進
、
競
技
団
体
の
育

成
等
の
推
進
を
図
る
。

※
国
際
大
会
に
お
け
る
選
手
の
育
成
・
強
化
に

関
す
る
事
業

テ
ー
マ
②
「
障
害
者
の
競
技
ス
ポ
ー
ツ
に
係
る

競
技
用
具
の
研
究
開
発
・
改
良
等

に
関
す
る
こ
と
」

　

障
害
者
の
競
技
ス
ポ
ー
ツ
の
競
技
力
向
上
の

た
め
、
競
技
用
具
の
研
究
開
発
・
改
良
及
び
調

査
研
究
に
関
す
る
事
業
の
推
進
を
図
る
。

テ
ー
マ
③
「
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
に
対
す
る
意
識

高
揚
に
関
す
る
こ
と
」

　

障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
に
対
す
る
国
民
の
意
識
の

高
揚
を
図
る
た
め
の
普
及
・
啓
発
、
情
報
提
供

等
に
関
す
る
事
業
の
推
進
を
図
る
。

テ
ー
マ
④
「
地
域
に
お
け
る
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ

た
障
害
者
の
社
会
参
加
の
推
進
に

関
す
る
こ
と
」

　

障
害
者
が
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
て
社
会
参
加
す

る
機
会
を
確
保
す
る
た
め
、
地
域
の
障
害
者
ス

ポ
ー
ツ
大
会
や
重
度
障
害
者
の
た
め
の
ス
ポ
ー

ツ
大
会
等
の
推
進
を
図
る
。

２
．
分
野
横
断
的
な
取
組
み
に
つ
い
て

　

多
様
な
福
祉
ニ
ー
ズ
に
で
き
る
限
り
対
応
す

る
た
め
、
保
健
医
療
と
の
連
携
を
進
め
る
な
ど

分
野
横
断
的
な
取
組
み
を
行
う
事
業
や
、
事
業

の
対
象
者
を
基
金
の
別
や
制
度
の
別
に
と
ら
わ

れ
ず
幅
広
く
と
ら
え
て
取
り
組
む
事
業
な
ど
、

新
し
い
発
想
に
基
づ
く
従
来
の
枠
を
超
え
た
活

動
に
つ
い
て
積
極
的
に
対
象
と
し
ま
す
。

１
．
助
成
金
の
目
的

　

地
域
で
活
動
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
等
民

障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
支
援
基
金

子
育
て
支
援
基
金

平
成
21
年
度 

長
寿
・
子
育
て
・

障
害
者
基
金
事
業
助
成
金

︵
地
方
分
︶
募
集
要
領
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間
の
地
域
の
実
情
に
即
し
た
き
め
細
か
な
事
業

に
対
し
助
成
を
行
い
、
高
齢
者
、
障
害
者
の
在

宅
福
祉
等
の
推
進
及
び
社
会
参
加
の
促
進
、
子

育
て
支
援
、
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
。

２
．
助
成
対
象
事
業

　
　
　
　
　
（
12
～
13
ペ
ー
ジ
）
の
と
お
り

　

な
お
、
次
に
掲
げ
る
も
の
は
対
象
と
し
ま
せ

ん
。

①
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
補
助
制
度
が
設
け

ら
れ
て
い
る
事
業

②
従
来
の
事
業
を
そ
の
ま
ま
行
う
事
業

③
営
利
を
目
的
と
す
る
事
業

④
調
査
研
究
が
主
で
あ
る
事
業

⑤
㈶
長
寿
社
会
開
発
セ
ン
タ
ー
が
行
う
助
成
の

対
象
と
な
る
高
齢
者
の
生
き
が
い
・
健
康
づ

く
り
関
連
事
業

⑥
㈶
テ
ク
ノ
エ
イ
ド
協
会
が
行
う
助
成
の
対
象

と
な
る
福
祉
用
具
の
研
究
開
発
及
び
普
及
に

関
す
る
事
業

⑦
事
業
の
主
た
る
部
分
を
実
質
的
に
行
わ
ず
外

部
委
託
す
る
（
総
事
業
費
に
お
け
る
外
部
委

託
額
の
割
合
が
50
％
以
上
）
事
業
や
、
第
三

者
に
資
金
を
交
付
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

事
業
が
大
部
分
（
総
事
業
費
に
占
め
る
交
付

資
金
の
額
の
割
合
が
50
％
以
上
）
を
占
め
る

事
業
（
た
だ
し
、
当
機
構
が
別
に
定
め
る
場

合
を
除
く
。）

⑧
自
ら
主
催
実
施
し
な
い
事
業

３
．
助
成
対
象
事
業
者

　

社
会
福
祉
の
振
興
に
寄
与
す
る
事
業
を
行
う

法
人
又
は
団
体
（
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
一

般
分
助
成
の
対
象
と
な
る
全
国
規
模
の
法
人
又

は
団
体
を
除
く
。）
で
あ
っ
て
応
募
時
点
で
法

人
又
は
団
体
が
設
立
さ
れ
て
お
り
、
助
成
事
業

の
実
施
体
制
が
整
っ
て
い
る
法
人
又
は
団
体
と

し
ま
す
。

◦
社
会
福
祉
法
人

◦
民
法
第
34
条
の
規
定
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た

法
人

◦
特
定
非
営
利
活
動
法
人

◦
地
方
公
共
団
体
等
の
出
資
に
よ
っ
て
設
立
、

運
営
さ
れ
る
法
人
又
は
団
体

◦
そ
の
他
社
会
福
祉
の
振
興
に
寄
与
す
る
事
業

を
行
う
法
人
又
は
団
体

４
．
助
成
対
象
経
費

　
　
　
　
　
（
12
～
13
ペ
ー
ジ
）
の
事
業
を
実

施
す
る
た
め
に
真
に
必
要
な
経
費
と
し
ま
す
。

（
別
紙
２
参
照
（
当
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。））

　

た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
経
費
は
対
象
と
し
ま

せ
ん
。

①
土
地
取
得
経
費

②
法
人
又
は
団
体
の
運
営
経
費
（
職
員
給
与
、

役
職
員
へ
の
報
酬
、
家
賃
、
光
熱
水
費
等
）

③
事
業
内
容
に
照
ら
し
て
不
適
切
又
は
著
し
く

高
額
で
あ
る
物
品
の
購
入
経
費

④
福
祉
車
両
等
の
購
入
に
伴
う
税
金
・
保
険
料

等
の
諸
経
費

⑤
介
護
保
険
又
は
自
立
支
援
給
付
の
各
サ
ー
ビ

ス
と
重
複
す
る
経
費

⑥
海
外
渡
航
旅
費
（
当
機
構
が
特
に
必
要
と
認

め
る
場
合
を
除
く
。）

５
．
助
成
額

　

事
業
内
容
を
勘
案
し
て
定
め
る
こ
と
と
し
ま

す
が
、
１
事
業
年
度
の
助
成
額
は
２
０
０
万
円

を
限
度
と
し
ま
す
。

６
．
助
成
対
象
と
な
る
事
業
の
実
施
期
間

　

平
成
21
年
４
月
１
日
以
降
に
開
始
し
、
平
成

22
年
３
月
31
日
ま
で
に
完
了
す
る
事
業
と
し
ま

す
。

　

た
だ
し
、
実
施
に
２
か
年
を
要
す
る
事
業
、

又
は
、
事
業
を
２
か
年
継
続
す
る
こ
と
で
効
果

や
成
果
が
発
揮
さ
れ
る
事
業
（
以
下
「
複
数
年

助
成
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て
は
、
若
干
数
を

募
集
し
ま
す
。

７
．
応
募
方
法
等

⑴　

応
募
期
間

　

平
成
20
年
９
月
１
日
か
ら
平
成
20
年
10
月
31

日
ま
で
（
当
日
消
印
有
効
）
で
す
。

⑵　

応
募
手
続
き
等

◦
助
成
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
又
は
団
体

は
、助
成
金
交
付
要
望
書
（
以
下
「
要
望
書
」

と
い
う
。）
に
必
要
書
類
を
添
付
し
て
、
助

成
事
業
を
実
施
す
る
地
域
の
都
道
府
県
又
は

政
令
指
定
都
市
の
社
会
福
祉
協
議
会
へ
提
出

願
い
ま
す
。

　

な
お
、
書
類
に
不
備
が
あ
る
場
合
に
は
受

け
付
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

（
必
要
書
類
）

◦
定
款
、
運
営
規
約
等

◦
そ
の
他
機
構
が
求
め
た
書
類

◦
要
望
書
の
様
式
は
、
都
道
府
県
又
は
政
令

指
定
都
市
の
社
会
福
祉
協
議
会
に
お
い
て
配

布
し
ま
す
が
、
当
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w

w
.w

am
.go

.jp/w
am

/

）
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
使
用
い
た
だ
く
こ
と
も

で
き
ま
す
。

◦
特
別
分
、
地
方
分
及
び
基
金
の
種
類
を
問
わ

ず
、
応
募
は
１
団
体
１
事
業
と
し
ま
す
。

  　

な
お
、
平
成
20
年
度
「
地
方
分
」
助
成
を

受
け
た
団
体
は
、
応
募
は
で
き
ま
せ
ん
。  

◦
提
出
い
た
だ
い
た
要
望
書
及
び
添
付
書
類
に

つ
い
て
は
、
返
却
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承

願
い
ま
す
。

⑶　

応
募
に
必
要
な
要
件

①
助
成
金
交
付
要
望
書
の
記
載
に
つ
い
て

◦
要
望
書
は
、
記
載
要
領
に
従
っ
て
記
載
す
る

こ
と
。

◦
事
業
の
必
要
性
及
び
目
的
に
つ
い
て
は
、
事

前
に
事
業
の
必
要
性
及
び
事
業
計
画
に
つ
い

て
十
分
検
討
し
た
上
で
、
明
確
か
つ
具
体
的

に
記
載
す
る
こ
と
。

　

ま
た
、
事
業
達
成
目
標
を
明
確
に
す
る
た

め
、
事
業
の
対
象
人
員
や
実
施
回
数
等
を
で

き
る
限
り
織
り
込
む
こ
と
。

◦
予
算
は
、
事
業
の
内
容
や
実
行
計
画
を
反
映

し
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

②
事
業
効
果
の
普
及
、
事
業
の
継
続
性
に
つ
い

て
◦
選
定
に
当
た
っ
て
考
慮
す
る
の
で
、
事
業
効

果
の
確
認
（
参
加
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
等
）

を
行
う
予
定
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
具

体
的
に
記
載
す
る
こ
と
。

◦
助
成
終
了
後
に
お
け
る
事
業
継
続
に
関
す
る

計
画
及
び
意
向
に
つ
い
て
も
具
体
的
に
記
載

す
る
こ
と
。

◦
物
品
購
入
又
は
施
設
整
備
に
関
す
る
事
業
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
物
品
又
は
施
設
の
継
続
的

な
活
用
方
法
に
つ
い
て
具
体
的
に
記
載
す
る

こ
と
。

　

ま
た
、
記
載
に
あ
た
っ
て
は
、
物
品
等
の

対
象
人
員
数
や
利
用
頻
度
等
を
必
ず
記
載
す

る
こ
と
。

◦
助
成
事
業
の
実
施
期
間
に
見
合
っ
た
適
正
な

事
業
内
容
で
あ
る
と
と
も
に
、
事
業
内
容
が

複
数
に
わ
た
る
場
合
は
、
相
互
に
連
携
す
る

事
業
で
あ
り
、
相
乗
効
果
の
あ
る
事
業
で
あ

る
こ
と
。

⑷　

応
募
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項

　

要
望
書
の
提
出
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
点
に

十
分
に
留
意
願
い
ま
す
。

◦
事
業
計
画
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
、高
齢
者
、障

害
者
、児
童
及
び
そ
の
家
族
な
ど
の
利
益
を
重

別
紙
１

別
紙
１
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視
し
た
取
り
組
み
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

◦
事
業
計
画
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
団
体
の

実
施
体
制
に
見
合
っ
た
内
容
と
し
、
必
要
に

応
じ
、
関
係
機
関
、
関
係
職
種
等
様
々
な
地

域
資
源
と
の
連
携
や
そ
の
活
用
を
図
っ
た
事

業
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

８
．
選
定
方
法
及
び
そ
の
結
果

⑴　

選
定
は
、
都
道
府
県
又
は
政
令
指
定
都
市

の
社
会
福
祉
協
議
会
が
推
薦
審
査
委
員
会
の

審
議
に
基
づ
き
推
薦
す
る
事
業
に
つ
い
て
、

当
機
構
が
設
置
す
る
外
部
有
識
者
か
ら
な
る

審
査
機
関
（
基
金
事
業
審
査
・
評
価
委
員
会

審
査
部
会
）
に
お
い
て
、
平
成
21
年
度
助
成

事
業
に
関
す
る
選
定
方
針
を
策
定
し
、
そ
の

審
議
を
経
た
う
え
で
決
定
し
ま
す
。

⑵　

選
定
結
果
に
つ
い
て
は
、
平
成
21
年
４
月

上
旬
を
目
途
に
文
書
を
も
っ
て
、
そ
の
採
否

を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

審
査
の
結
果
、複
数
年
助
成
に
つ
い
て
は
、

単
年
度
事
業
と
し
て
選
定
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　

な
お
、
採
択
し
た
事
業
に
つ
い
て
は
、
平

成
21
年
４
月
下
旬
ま
で
に
当
機
構
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
等
に
お
い
て
も
公
開
し
ま
す
。

⑶　

同
一
事
業
に
つ
い
て
、
他
の
助
成
機
関
等

か
ら
助
成
が
決
定
し
た
場
合
は
、
当
機
構
の

助
成
金
を
辞
退
し
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り

ま
す
。

⑷  

審
査
内
容
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
等
に

は
お
答
え
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら
か
じ
め

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
都
道
府
県
又
は
政
令
指
定
都
市
の

社
会
福
祉
協
議
会
に
お
け
る
推
薦
審
査
委
員

会
に
つ
い
て
も
、
当
該
社
会
福
祉
協
議
会
に

お
い
て
、
別
の
定
め
が
な
い
限
り
、
同
様
の

取
扱
い
と
し
ま
す
。

９
．
事
業
評
価

　

助
成
事
業
終
了
後
は
、
事
業
の
自
己
評
価
書

を
提
出
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
当
機
構
が
実
施

す
る
助
成
事
業
の
事
後
評
価
に
協
力
い
た
だ
く

こ
と
と
な
り
ま
す
。

10
．
情
報
公
開

　

提
出
い
た
だ
い
た
書
類
は
、「
独
立
行
政
法
人

等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
」

に
基
づ
き
、
情
報
公
開
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

11
．
個
人
情
報
の
取
扱
い

　

助
成
に
対
す
る
応
募
に
関
す
る
デ
ー
タ
に
つ

い
て
は
、
長
寿
・
子
育
て
・
障
害
者
基
金
業
務

及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
以
下
の
業

務
の
実
施
に
必
要
な
範
囲
内
で
適
正
に
利
用
い

た
し
ま
す
。

◦
基
金
助
成
事
業
の
募
集
案
内
、
広
報
誌
、
セ

ミ
ナ
ー
等
の
情
報
並
び
に
事
後
評
価
報
告

書
、
自
己
評
価
書
、
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
調
査

票
及
び
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
票
の
送
付

◦
国
等
の
公
的
機
関
か
ら
の
照
会
並
び
に
広
報

誌
、
事
後
評
価
報
告
書
等
及
び
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
上
で
の
公
表

◦
基
金
助
成
事
業
に
お
け
る
調
査
及
び
分
析
並

び
に
助
成
事
業
及
び
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
研

究
及
び
開
発

12
．
問
合
せ
先
及
び
送
付
先

　

助
成
事
業
を
実
施
す
る
場
所
の
都
道
府
県
・

政
令
指
定
都
市
の
社
会
福
祉
協
議
会
が
窓
口
と

な
り
ま
す
。

　

別
添
の
「
都
道
府
県
・
政
令
指
定
都
市
社
会

福
祉
協
議
会
一
覧
表
」
を
参
考
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

１
．
助
成
対
象
事
業
に
つ
い
て

　

こ
の
助
成
金
の
交
付
の
対
象
は
、
国
内
の
社

会
福
祉
を
振
興
す
る
た
め
の
事
業
で
あ
っ
て
、

サ
ー
ビ
ス
の
内
容
、
ニ
ー
ズ
の
高
さ
等
地
域
の

実
情
に
照
ら
し
、
事
業
の
実
施
が
必
要
と
認
め

ら
れ
、
新
た
な
展
開
を
伴
い
、
継
続
性
が
期
待

で
き
る
事
業
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
テ
ー
マ
に

関
連
す
る
事
業
と
し
ま
す
。

　

な
お
、
各
テ
ー
マ
の
う
ち
※
印
の
事
業
に
つ

い
て
は
、
重
点
助
成
分
野
と
し
て
位
置
づ
け
、

優
先
的
に
採
択
し
ま
す
。

テ
ー
マ
①
「
地
域
の
福
祉
・
介
護
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
の
形
成
に
関
す
る
こ
と
」

　

情
報
機
器
の
活
用
等
に
よ
り
、地
域
の
物
的
・

人
的
資
源
の
連
携
に
寄
与
す
る
事
業
、
福
祉
関

連
情
報
の
集
積
・
発
信
を
行
う
事
業
等
を
支
援

し
、
在
宅
福
祉
及
び
介
護
基
盤
等
の
有
機
的
連

携
の
推
進
を
図
る
。

※
団
塊
の
世
代
等
に
よ
る
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
の
再
生
に
関
す
る
事
業

※
福
祉
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
従
事
者
の
人
材
確
保
・

職
場
定
着
・
離
職
防
止
に
関
す
る
事
業

テ
ー
マ
②
「
緊
急
に
充
実
を
図
る
必
要
の
あ
る

高
齢
者
、
障
害
者
在
宅
福
祉
の
推

進
に
関
す
る
こ
と
」

　

重
複
障
害
、
難
病
に
起
因
す
る
障
害
な
ど
一

般
的
な
在
宅
福
祉
対
策
で
対
応
困
難
な
分
野
や

従
来
の
施
策
等
の
谷
間
に
あ
っ
て
十
分
な
在
宅

福
祉
の
推
進
が
図
ら
れ
て
い
な
い
分
野
等
に
つ

い
て
、
よ
り
き
め
細
か
い
支
援
を
行
い
在
宅
福

祉
の
充
実
を
図
る
。

※
孤
独
死
防
止
対
策
に
関
す
る
事
業

※
認
知
症
等
の
高
齢
者
を
介
護
す
る
家
族
の
負

担
軽
減
に
関
す
る
事
業

※
医
療
的
ケ
ア
が
必
要
な
障
害
児
・
者
の
家
族

の
支
援
に
関
す
る
事
業

※
高
齢
者
の
介
護
予
防
の
支
援
に
関
す
る
事
業

※
自
治
会
・
町
内
会
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
の
地

域
住
民
に
よ
る
地
域
福
祉
活
動
活
性
化
事
業

（
例
え
ば
、
商
店
街
の
空
き
店
舗
を
活
用
し

た
、
高
齢
者
や
子
育
て
中
の
親
子
同
士
の
交

流
を
図
る
事
業
、
町
内
会
に
よ
る
高
齢
者
・

障
害
者
の
見
回
り
事
業　

な
ど
）

※
障
害
者
の
権
利
擁
護
普
及
促
進
事
業

（
例
え
ば
、障
害
者
の
「
人
権
」、「
尊
厳
」、「
自

律
」
等
へ
の
意
識
を
高
め
る
職
業
倫
理
に
関

す
る
活
動
、
普
及
啓
発
へ
の
取
組
み　

な
ど

　

な
お
、
障
害
者
の
情
報
保
障
と
し
て
、
点

字
、
手
話
、
要
約
筆
記
等
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
支
援
す
る
た
め
の
事
業
を
含
む
）

テ
ー
マ
③
「
高
齢
者
、
障
害
者
の
社
会
参
加
の

促
進
に
関
す
る
こ
と
」

　

障
害
者
や
心
身
の
機
能
が
低
下
し
た
高
齢
者

の
自
己
実
現
・
自
己
表
現
を
図
る
た
め
の
活
動

を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
活
動
を
行

い
や
す
い
環
境
を
整
え
る
た
め
の
活
動
を
支
援

し
、
社
会
参
加
の
促
進
を
図
る
。

※
障
害
者
の
自
立
生
活
・
就
労
の
支
援
に
関
す

る
事
業

テ
ー
マ
④
「
民
間
非
営
利
団
体
等
に
よ
る
地
域

の
福
祉
・
介
護
活
動
に
関
す
る
こ

と
」

　

介
護
保
険
制
度
の
改
革
や
障
害
保
健
福
祉
施

策
の
改
革
等
を
踏
ま
え
、
民
間
非
営
利
団
体
等

が
地
域
で
実
施
す
る
事
業
に
つ
い
て
、
活
動
を

軌
道
に
乗
せ
る
た
め
の
支
援
を
行
い
、
地
域
に

お
け
る
多
様
な
主
体
が
参
加
し
た
在
宅
福
祉
基

盤
の
充
実
を
図
る
。

※
介
護
保
険
に
お
け
る
小
規
模
多
機
能
居
宅
介

護
な
ど
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
普
及
・
促

進
を
図
る
た
め
の
事
業

別
紙
１
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（
例
え
ば
、
小
規
模
多
機
能
居
宅
介
護
の
普

及
促
進
事
業
、認
知
症
対
応
型
通
所
介
護（
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
）
の
普
及
促
進
事
業
、
認
知
症

対
応
型
共
同
生
活
介
護（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
）

の
普
及
促
進
事
業　

な
ど
）

テ
ー
マ
①
「
地
域
や
家
庭
に
お
け
る
子
育
て
支

援
事
業
に
関
す
る
こ
と
」

　

地
域
の
保
育
資
源
の
連
携
、
保
護
者
な
ど
の

子
育
て
当
事
者
に
よ
る
活
動
・
孤
立
化
防
止
、

乳
幼
児
・
障
害
児
・
慢
性
疾
患
児
等
を
抱
え
る

家
庭
、
妊
産
婦
等
に
対
す
る
支
援
、
食
育
の
推

進
等
に
よ
る
民
間
団
体
の
子
育
て
支
援
事
業
の

促
進
を
図
る
。

※
子
育
て
支
援
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
に
関

す
る
事
業

※
子
ど
も
に
と
っ
て
の
安
全
、
安
心
な
地
域
環

境
づ
く
り
活
動
に
関
す
る
事
業

※
障
害
児
の
き
ょ
う
だ
い
（
兄
弟
姉
妹
）
支
援

に
関
す
る
事
業

※
妊
娠
出
産
期
の
支
援
に
関
す
る
事
業

（
例
え
ば
、
親
と
な
る
こ
と
へ
の
不
安
や
悩

み
を
抱
え
る
者
の
ス
ト
レ
ス
を
軽
減
す
る
た

め
の
事
業　

な
ど
）

テ
ー
マ
②
「
青
少
年
の
非
行
防
止
・
健
全
育
成

事
業
に
関
す
る
こ
と
」

　

非
行
や
い
じ
め
、
薬
物
乱
用
等
に
対
す
る
相

談
及
び
性
に
関
す
る
不
安
や
悩
み
等
思
春
期
に

特
有
の
身
体
的
・
精
神
的
問
題
に
対
す
る
相
談
、

地
域
実
践
活
動
、
子
ど
も
の
居
場
所
を
提
供
す

る
な
ど
の
地
域
健
全
育
成
活
動
等
を
通
じ
て
、

次
代
を
担
う
子
ど
も
の
健
全
育
成
と
非
行
防
止

を
図
る
。
ま
た
、
引
き
こ
も
り
や
不
登
校
の
児

童
対
策
事
業
の
推
進
を
図
る
。

テ
ー
マ
③
「
児
童
虐
待
防
止
対
策
な
ど
要
保

護
児
童
対
策
等
事
業
に
関
す
る
こ

と
」

　

児
童
虐
待
の
発
生
予
防
や
早
期
発
見
・
早
期

対
応
の
ほ
か
、
児
童
の
保
護
・
自
立
支
援
に
関

す
る
調
査
研
究
や
広
報
啓
発
等
の
事
業
な
ど
要

保
護
児
童
対
策
の
推
進
を
図
る
。

※
児
童
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
・
い
じ
め
等
に
よ
り
保
護
・

支
援
が
必
要
な
子
ど
も
・
家
庭
の
支
援
強
化

事
業

テ
ー
マ
④
「
ひ
と
り
親
家
庭
等
自
立
支
援
事
業

に
関
す
る
こ
と
」

　

ひ
と
り
親
家
庭
等
の
自
立
の
た
め
各
種
相
談

支
援
や
就
労
支
援
の
促
進
を
図
る
。

※
母
子
家
庭
の
就
業
支
援
及
び
養
育
費
の
確
保

に
関
す
る
事
業

テ
ー
マ
①
「
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
の
育
成
・
強
化

事
業
に
関
す
る
こ
と
」

　

障
害
者
の
競
技
ス
ポ
ー
ツ
の
育
成
・
強
化
を

図
る
た
め
、
選
手
の
競
技
力
向
上
、
各
種
競
技

大
会
の
開
催
や
参
加
の
促
進
、
競
技
団
体
の
育

成
等
の
推
進
を
図
る
。

※
国
際
大
会
に
お
け
る
選
手
の
育
成
・
強
化
に

関
す
る
事
業

テ
ー
マ
②
「
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
に
対
す
る
意
識

高
揚
に
関
す
る
こ
と
」

　

障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
に
対
す
る
国
民
の
意
識
の

高
揚
を
図
る
た
め
の
普
及
・
啓
発
、
情
報
提
供

等
に
関
す
る
事
業
の
推
進
を
図
る
。

テ
ー
マ
③
「
地
域
に
お
け
る
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ

た
障
害
者
の
社
会
参
加
の
推
進
に

関
す
る
こ
と
」

　

障
害
者
が
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
て
社
会
参
加
す

る
機
会
を
確
保
す
る
た
め
、
地
域
の
障
害
者
ス

ポ
ー
ツ
大
会
や
重
度
障
害
者
の
た
め
の
ス
ポ
ー

ツ
大
会
等
の
推
進
を
図
る
。

２
．
分
野
横
断
的
な
取
組
み
に
つ
い
て

　

多
様
な
福
祉
ニ
ー
ズ
に
で
き
る
限
り
対
応
す

る
た
め
、
保
健
医
療
と
の
連
携
を
進
め
る
な
ど

分
野
横
断
的
な
取
組
み
を
行
う
事
業
や
、
事
業

の
対
象
者
を
基
金
の
別
や
制
度
の
別
に
と
ら
わ

れ
ず
幅
広
く
と
ら
え
て
取
り
組
む
事
業
な
ど
、

新
し
い
発
想
に
基
づ
く
従
来
の
枠
を
超
え
た
活

動
に
つ
い
て
積
極
的
に
対
象
と
し
ま
す
。

１
．
助
成
金
の
目
的

　

基
金
助
成
事
業
に
お
い
て
過
去
に
助
成
し
た

事
業
の
う
ち
特
に
優
れ
た
事
業
で
、
さ
ら
に
発

展
さ
せ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
事
業
を
モ
デ
ル
と

な
る
事
業
と
し
て
抽
出
し
、
積
極
的
に
全
国
に

助
成
を
通
じ
て
普
及
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
ま

す
。

２
．
助
成
対
象
事
業

テ
ー
マ
①
「
地
域
の
福
祉
・
介
護
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
の
形
成
に
関
す
る
こ
と
」
の

う
ち
、

◦
団
塊
世
代
等
に
よ
る
孤
立
し
た
高
齢
者
へ
の

支
援
事
業

テ
ー
マ
①
「
地
域
や
家
庭
に
お
け
る
子
育
て
支

援
事
業
に
関
す
る
こ
と
」の
う
ち
、

◦
父
親
の
子
育
て
活
動
促
進
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

事
業

　

以
上
の
２
事
業
を
モ
デ
ル
事
業
と
し
て
対
象

と
し
ま
す
。

　

な
お
、
次
に
掲
げ
る
も
の
は
対
象
と
し
ま
せ

ん
。

①
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
補
助
制
度
が
設
け

ら
れ
て
い
る
事
業

②
従
来
の
事
業
を
そ
の
ま
ま
行
う
事
業

③
営
利
を
目
的
と
す
る
事
業

④
純
粋
に
学
問
的
な
調
査
研
究
事
業

⑤
㈶
長
寿
社
会
開
発
セ
ン
タ
ー
が
行
う
助
成
の

対
象
と
な
る
高
齢
者
の
生
き
が
い
・
健
康
づ

く
り
関
連
事
業

⑥
㈶
テ
ク
ノ
エ
イ
ド
協
会
が
行
う
助
成
の
対
象

と
な
る
福
祉
用
具
の
研
究
開
発
及
び
普
及
に

関
す
る
事
業

⑦
事
業
の
主
た
る
部
分
を
実
質
的
に
行
わ
ず
外

部
委
託
す
る
（
総
事
業
費
に
お
け
る
外
部
委

託
額
の
割
合
が
50
％
以
上
）
事
業
や
、
第
三

者
に
資
金
を
交
付
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

事
業
が
大
部
分
（
総
事
業
費
に
占
め
る
交
付

資
金
の
額
の
割
合
が
50
％
以
上
）
を
占
め
る

事
業
（
た
だ
し
、
当
機
構
が
別
に
定
め
る
場

合
を
除
く
。）

⑧
自
ら
主
催
実
施
し
な
い
事
業

３
．
助
成
対
象
事
業
者

　

社
会
福
祉
の
振
興
に
寄
与
す
る
事
業
を
行
う

法
人
又
は
団
体
（
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
一

般
分
助
成
の
対
象
と
な
る
全
国
規
模
の
法
人
又

は
団
体
を
除
く
。）
で
あ
っ
て
応
募
時
点
で
法

人
又
は
団
体
が
設
立
さ
れ
て
お
り
、
助
成
事
業

子
育
て
支
援
基
金

障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
支
援
基
金

高
齢
者
・
障
害
者
福
祉
基
金

子
育
て
支
援
基
金

平
成
21
年
度 

長
寿
・
子
育
て
・

障
害
者
基
金
事
業
助
成
金

︵
地
方
分
モ
デ
ル
事
業
︶

募
集
要
領

1３



の
実
施
体
制
が
整
っ
て
い
る
法
人
又
は
団
体
と

し
ま
す
。

◦
社
会
福
祉
法
人

◦
民
法
第
34
条
の
規
定
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た

法
人

◦
特
定
非
営
利
活
動
法
人

◦
地
方
公
共
団
体
等
の
出
資
に
よ
っ
て
設
立
、

運
営
さ
れ
る
法
人
又
は
団
体

◦
そ
の
他
社
会
福
祉
の
振
興
に
寄
与
す
る
事
業

を
行
う
法
人
又
は
団
体

４
．
助
成
対
象
経
費

　

原
則
、平
成
21
年
度
助
成
金
募
集
に
あ
た
り
、

別
添
要
望
書
参
考
例
（
基
本
計
画
）
で
示
し
た

経
費
と
し
、
計
上
し
た
費
目
に
つ
い
て
は
、
別

紙
「
助
成
対
象
経
費
の
例
」
の
適
用
を
受
け
る

も
の
と
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
経
費
は
対
象
と
し
ま

せ
ん
。

①
土
地
取
得
経
費

②
法
人
又
は
団
体
の
運
営
経
費
（
職
員
給
与
、

役
職
員
へ
の
報
酬
、
家
賃
、
光
熱
水
費
等
）

③
事
業
内
容
に
照
ら
し
て
不
適
切
又
は
著
し
く

高
額
で
あ
る
物
品
の
購
入
経
費

④
福
祉
車
両
等
の
購
入
に
伴
う
税
金
・
保
険
料

等
の
諸
経
費

⑤
介
護
保
険
又
は
自
立
支
援
給
付
の
各
サ
ー
ビ

ス
と
重
複
す
る
経
費

⑥
海
外
渡
航
旅
費
（
当
機
構
が
特
に
必
要
と
認

め
る
場
合
を
除
く
。）

５
．
助
成
額

　

事
業
内
容
を
勘
案
し
て
定
め
る
こ
と
と
し
ま

す
が
、
１
事
業
年
度
の
助
成
額
は
２
０
０
万
円

を
限
度
と
し
ま
す
。

６
．
助
成
対
象
と
な
る
事
業
の
実
施
期
間

　

平
成
21
年
４
月
１
日
以
降
に
開
始
し
、
平
成
22

年
３
月
31
日
ま
で
に
完
了
す
る
事
業
と
し
ま
す
。

７
．
応
募
方
法
等

⑴　

応
募
期
間

　

平
成
20
年
９
月
１
日
か
ら
平
成
20
年
10
月
31

日
ま
で
（
当
日
消
印
有
効
）
で
す
。

⑵　

応
募
手
続
き
等

◦
助
成
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
又
は
団
体

は
、助
成
金
交
付
要
望
書
（
以
下
「
要
望
書
」

と
い
う
。）
に
必
要
書
類
を
添
付
し
て
、
助

成
事
業
を
実
施
す
る
地
域
の
都
道
府
県
又
は

政
令
指
定
都
市
の
社
会
福
祉
協
議
会
へ
提
出

願
い
ま
す
。

　

な
お
、
書
類
に
不
備
が
あ
る
場
合
に
は
受

け
付
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

（
必
要
書
類
）

◦
定
款
、
運
営
規
約
等

◦
そ
の
他
機
構
が
求
め
た
書
類

◦
要
望
書
の
様
式
は
、
都
道
府
県
又
は
政
令

指
定
都
市
の
社
会
福
祉
協
議
会
に
お
い
て
配

布
し
ま
す
が
、
当
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w

w
.w

am
.go

.jp/w
am

/

）
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
使
用
い
た
だ
く
こ
と
も

で
き
ま
す
。

◦
特
別
分
、
地
方
分
及
び
基
金
の
種
類
を
問
わ

ず
、
応
募
は
１
団
体
１
事
業
と
し
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
20
年
度
「
地
方
分
」
助
成
を

受
け
た
団
体
は
応
募
で
き
ま
せ
ん
。

◦
提
出
い
た
だ
い
た
要
望
書
及
び
添
付
書
類
に

つ
い
て
は
、
返
却
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承

願
い
ま
す
。

⑶　

応
募
に
必
要
な
要
件

①
平
成
21
年
度
助
成
金
交
付
要
望
書
の
記
載
に

つ
い
て

◦
事
業
計
画
書
及
び
要
望
額
調
書
は
、
事
前
に

事
業
の
必
要
性
及
び
事
業
計
画
に
つ
い
て
十

分
検
討
し
た
上
で
、別
添
要
望
書
参
考
例（
基

本
計
画
）
を
も
と
に
、
予
算
並
び
に
地
域
の

実
情
等
を
勘
案
し
、
応
募
団
体
の
実
施
態
勢

等
に
合
わ
せ
て
、
作
成
す
る
こ
と
。

　

ま
た
、
事
業
達
成
目
標
を
明
確
に
す
る
た

め
、
事
業
の
対
象
人
員
や
実
施
回
数
等
を
で

き
る
限
り
織
り
込
む
こ
と
。

②
事
業
効
果
の
普
及
、
事
業
の
継
続
性
に
つ
い

て
◦
助
成
終
了
後
に
お
け
る
事
業
継
続
に
関
す
る

計
画
及
び
意
向
に
つ
い
て
も
具
体
的
に
記
載

す
る
こ
と
。

◦
助
成
事
業
の
実
施
期
間
に
見
合
っ
た
適
正
な

事
業
内
容
で
あ
る
こ
と
。

８
．
選
定
方
法
及
び
そ
の
結
果

⑴　

選
定
は
、
都
道
府
県
又
は
政
令
指
定
都
市

の
社
会
福
祉
協
議
会
が
推
薦
審
査
委
員
会
の

審
議
に
基
づ
き
推
薦
す
る
事
業
に
つ
い
て
、

当
機
構
が
設
置
す
る
外
部
有
識
者
か
ら
な
る

審
査
機
関
（
基
金
事
業
審
査
・
評
価
委
員
会

審
査
部
会
）
に
お
い
て
、
平
成
21
年
度
助
成

事
業
に
関
す
る
選
定
方
針
を
策
定
し
、
そ
の

審
議
を
経
た
上
で
決
定
し
ま
す
。

⑵　

選
定
結
果
に
つ
い
て
は
、
平
成
21
年
４
月

上
旬
を
目
途
に
文
書
を
も
っ
て
、
そ
の
採
否

を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

な
お
、
採
択
し
た
事
業
に
つ
い
て
は
、
平

成
21
年
４
月
下
旬
ま
で
に
当
機
構
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
等
に
お
い
て
も
公
開
し
ま
す
。

⑶　

同
一
事
業
に
つ
い
て
、
他
の
助
成
機
関
等

か
ら
助
成
が
決
定
し
た
場
合
は
、
当
機
構
の

助
成
金
を
辞
退
し
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り

ま
す
。

⑷　

審
査
内
容
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
等
に

は
お
答
え
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら
か
じ
め

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
都
道
府
県
又
は
政
令
指
定
都
市
の

社
会
福
祉
協
議
会
に
お
け
る
推
薦
審
査
委
員

会
に
つ
い
て
も
、
当
該
社
会
福
祉
協
議
会
に

お
い
て
、
別
の
定
め
が
な
い
限
り
、
同
様
の

取
扱
い
と
し
ま
す
。

９
．
事
業
評
価

　

助
成
事
業
終
了
後
は
、
事
業
の
自
己
評
価
書

を
提
出
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
当
機
構
が
実
施

す
る
助
成
事
業
の
事
後
評
価
に
協
力
い
た
だ
く

こ
と
と
な
り
ま
す
。

10
．
情
報
公
開

　

提
出
い
た
だ
い
た
書
類
は
、「
独
立
行
政
法

人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法

律
」
に
基
づ
き
、
情
報
公
開
の
対
象
と
な
り
ま

す
。

11
．
個
人
情
報
の
取
扱
い

　

助
成
に
対
す
る
応
募
に
関
す
る
デ
ー
タ
に
つ

い
て
は
、
長
寿
・
子
育
て
・
障
害
者
基
金
業
務

及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
以
下
の
業

務
の
実
施
に
必
要
な
範
囲
内
で
適
正
に
利
用
い

た
し
ま
す
。

◦
基
金
助
成
事
業
の
募
集
案
内
、
広
報
誌
、
セ

ミ
ナ
ー
等
の
情
報
並
び
に
事
後
評
価
報
告

書
、
自
己
評
価
書
、
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
調
査

票
及
び
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
票
の
送
付

◦
国
等
の
公
的
機
関
か
ら
の
照
会
並
び
に
広
報

誌
、
事
後
評
価
報
告
書
等
及
び
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
上
で
の
公
表

◦
基
金
助
成
事
業
に
お
け
る
調
査
及
び
分
析
並

び
に
助
成
事
業
及
び
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
研

究
及
び
開
発

12
．
問
合
せ
先
及
び
送
付
先

　

助
成
事
業
を
実
施
す
る
場
所
の
都
道
府
県
・

政
令
指
定
都
市
の
社
会
福
祉
協
議
会
が
窓
口
と

な
り
ま
す
。

　

別
添
の
「
都
道
府
県
・
政
令
指
定
都
市
社
会

福
祉
協
議
会
一
覧
表
」
を
参
考
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。
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　申し込みにあたっては、下記要領をよくご覧のうえ、交付要望書と必要添付書類を作成し、ご送付く
ださい。交付要望書様式の請求先、送付先は以下のとおりです。

交付要望書の応募方法等について

１．応募方法
（１）「特別分助成」

①助成を受けようとする法人又は団体は、助成金交付要望書（以下「要望書」という。）に必要書類を添付し
て、独立行政法人福祉医療機構基金事業部振興課へ提出願います。
②要望書の様式については、当機構基金事業部振興課あてに請求があり次第送付しますが、当機構のホーム
ページ（http://www.wam.go.jp/wam/）からもダウンロードして使用していただくこともできます｡
③要望書は、当機構の長寿・子育て・障害者基金事業のホームページに設けた「特別分の電子申請（基金事
業電子申請システム）」から入力することもできます（複数年助成を除く。）。
④特別分、地方分及び基金の種類を問わず、応募は１団体１事業とします。
⑤提出いただいた要望書及び添付書類については、返却できませんのでご了承願います。

（２）「地方分助成」・「地方分モデル事業助成」

①助成を受けようとする法人又は団体は、要望書に必要書類を添付して、助成事業を実施する地域の都道府
県又は政令指定都市の社会福祉協議会へ提出願います。
②要望書の様式は、都道府県又は政令指定都市の社会福祉協議会において配布しますが、当機構のホームページ
（http://www.wam.go.jp/wam/）からダウンロードして使用いただくこともできます。
③特別分、地方分及び基金の種類を問わず、応募は１団体１事業とします。
　なお、平成20年度「地方分」助成を受けた団体は、応募できません。
④提出いただいた要望書及び添付書類については、返却できませんのでご了承願います。

２．選定方法及びその結果
（１）「特別分助成」

　選定は、当機構が設置する外部有識者からなる審査機関（基金事業審査・評価委員会審査部会）において、
平成21年度助成事業に関する選定方針を策定し、その審議を経た上で決定します。審査の結果、複数年助成
については、単年度事業として選定する場合があります。選定結果については、平成21年４月上旬を目途に
文書をもって、その採否をお知らせします。なお、採択した事業については、平成21年４月下旬までに当機
構のホームページ等においても公開します。

（２）「地方分助成」・「地方分モデル事業助成」

　選定は、都道府県又は政令指定都市の社会福祉協議会が推薦審査委員会の審議に基づき推薦する事業につ
いて、当機構が設置する外部有識者からなる審査機関（基金事業審査・評価委員会審査部会）において、平
成21年度助成事業に関する選定方針を策定し、その審議を経た上で決定します。選定結果については、平成
21年４月上旬を目途に文書をもって、その採否をお知らせします。審査の結果、複数年助成については、単
年度事業として選定する場合があります。なお、採択した事業については、平成21年４月下旬までに当機構
のホームページ等においても公開します。

３．問合わせ先及び送付先
（１）「特別分助成」

〒105-8486　東京都港区虎ノ門４丁目３番13号　神谷町セントラルプレイス９階
独立行政法人福祉医療機構　基金事業部　振興課
Tel 03-3438-9946　　Fax 03-3438-0218

（２）「地方分助成」・「地方分モデル事業助成」

助成事業を実施する場所の都道府県又は政令指定都市の社会福祉協議会
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「特別分」・「地方分」助成の事務の流れ及び提出書類

※は、事業実施団体が所定の様式により書類を作成する必要があるものです。

助成金交付要望書

（特別分）

（地方分）
審査機関

（独立行政法人福祉医療機構）

推薦審査委員会
（都道府県又は政令指定都市の社会福祉協議会）

推薦

内定通知

交付申請

交付決定

助成事業資金計画

助成金概算払請求

助成金受領

進捗状況報告

事業完了報告
自己評価書の提出

確定通知受理

独立行政法人福祉医療機構

助成事業を実施する地域の都道府県又は
政令指定都市の社会福祉協議会

（提出先）

（提出先）

※

※

※

※

※

※

（平成21年4月上旬）

（請求月の25日、25日が休日の場合は
　翌営業日となります。）

審査機関
（独立行政法人福祉医療機構）

内定通知

交付申請

交付決定

助成事業資金計画

助成金概算払請求

助成金受領

進捗状況報告

事業完了報告
自己評価書の提出

確定通知受理

独立行政法人福祉医療機構

【提出書類】助成金交付申請書
【添付書類】所要額調書（内訳書を含む）、
　　　　　　事業計画書
【提出期限】平成21年5月末日

【提出書類】助成事業完了報告書、自己評価書
【添付書類】所要額精算書、事業実績報告
　　　　　　書、収支決算書
【提出期限】助成完了後1月以内又は平成22年
　　　　　　　4月10日のいずれか早い日

【提出書類】助成金概算払請求書
【提出期限】資金交付希望月の7日まで
　　　　　　（ただし、土、日、祝日にあ
　　　　　　たる場合はその前日まで）

【提出書類】助成事業資金計画

【提出書類】助成金交付要望書一式
【提出期限】平成20年10月末日

【提出書類】進捗状況報告書

1６



　交付要望書の作成後、以下の項目をチェックしてみてください。募集要領に該当しない事業や添付
書類がない、記載がない場合など基本的事項が欠けている場合はお返しすることがあります。

◦申請の助成事業が募集要領に合致し、問題がないか。（事業内容、対象経費、年度内に事業が完了
するかなど）

◦過去の事業の継続又は補完的な事業ではないか。
◦事業は既に始めていないか。
◦申請の助成事業が補助制度の対象になっていないか。
◦事業計画が明確で、実施方法が適切かつ無理がなく、成果が期待できるものであるか。
◦事業内容、対象経費などが明確で実施計画と積算内容が一致しているか。
◦事業経費の積算に無駄がなく、講師、委員等の単価、費用は適切か。対象外の経費はないか。

　提出された交付要望書について、「特別分助成」の選定は、独立行政法人福祉医療機構で設置する
審査機関の審議を経て決定、「地方分助成」の選定は、都道府県又は政令指定都市の社会福祉協議会
が推薦審査委員会の審議に基づき推薦する事業について、独立行政法人福祉医療機構で設置する審査
機関の審議を経て決定、選定結果については平成21年4月上旬を目途に文書をもって、その採否をお
知らせします。

　次ページ以降の所定の様式の他、必要添付書類も、記載事項に漏れがないこと
を確認してください。　

《留意点》

応募書類

最 後 に

◦助成金交付要望書
◦団体概況書
◦事業計画書
◦要望額調書
◦代表者略歴

◦役員名簿
◦助成事業年間スケジュール表
◦助成事業の担当者一覧
◦高額備品購入理由書

必要添付書類
◦定款、運営規約等
◦その他機構が求めた書類

　申し込みにあたっては、募集要領をよくご覧のうえ、交付要望書と必要添付書類を作成、送付してく
ださい。次ページ以降に「特別分」及び「地方分」の助成事業「交付要望書記載例」の一部を掲載いた
しましたので、参考にしてください。交付要望書様式の請求先、送付先は15ページに記載しておりま
すのでご参照ください。

長寿・子育て・障害者基金助成金「特別分」・
「地方分」の交付要望書の記載について
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